
申込日(２０２０年 月 日)

２０２０年１1月26日(木)

１3：3０～１5：3０

令和2年度制度改正に伴う専門家派遣等事業

米子コンベンションセンター
3階 第3会議室 (米子市末広町74)

25名（会場受講定員）

新型コロナウイルス感染症予防のため

✓咳や発熱などの症状がある方は参加をお控えください。
✓マスク着用での受講をお願いします。
✓会場の換気・間隔をとった配席・消毒液の設置・運営
側の手洗いとマスク着用の徹底等、感染予防に努め
ます。
✓開催日までの状況変化により、中止・延期とする場合
がありますので、予めご了承ください。
✓遠隔講義で行いますので、講師は会場に登壇しません。
✓会場受講の他、ZOOM オンライン受講も可能です。

◆お申込み 下記申込書又は当所HP「申込フォーム」よりお申込みください。
◆お問合せ 米子商工会議所産業振興課（担当：小田原） TEL 0859-22-5131 E-mail cci@yonago.net

事業所名
TEL

FAX

住 所 E-mail

受講者名
①

受講方法
※必須

会場 ・ ZOOM

受講者名
②

上記のいずれかに〇を付してください。
ZOOM受講の場合、詳細は申込者にご連絡いたします。

FAX 0859-22-1897←米子商工会議所行

インボイス制度の概要と

実務上対応のポイント
～導入により変更される仕入税額控除、適格請求書等の記載内容について～

１．インボイス制度とは
２．インボイス制度導入のスケジュール
３．インボイス方式に変わることによる影響と対策
４．インボイス制度は免税事業者こそ影響が大きい

軽減税率制度と同時に規定されたインボイス方式の導入

は、２０２３年１０月１日から施行される予定です。このイン

ボイス方式とは、従来の区分記載請求書等（１０％と８％

に区分して記載した請求書等）に代えて、インボイス（税額

票）である「適格請求書等」の保存を仕入税額控除の適

用要件とする制度です。

この「適格請求書等」を発行するには様々な義務を負うこ

ととなります。本セミナーでは、インボイス方式の概要から

実務上対応のポイントについて、分かりやすく解説します。

会計事務所・製薬会社・名古屋のＩＴベンチャーなど
４社を経験｡中堅ＩＴ企業の管理本部副部長を経て独
立。その中でいくつもの倒産や合併を経験し、業務改
善からインターネット通販サイト立ち上げ運用・決算業
務・資金繰り・人事採用・各種銀行交渉・管理会計・
制度会計・販売・販売管理・マーケティングなど様々
な業務を経験する。

≪講師≫

かわい まさなお

河合 正尚 氏

河合中小企業診断士・
社会保険労務士事務所 代表

共催 米子商工会議所 ・ 米子商工会議所流通部会

受講料無料
どなたでも参加可能


